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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 50(オ)228  原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 土地所有権移転登記手続請求 原審事件番号 昭和 45(ネ)291 

裁判年月日 昭和 50 年 6 月 27 日 原審裁判年月日 昭和 49 年 12 月 18 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民第 115 号 177 頁   

 

判示事項 口頭による催告の到達が認められた事例 

裁判要旨 売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で

通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到

達したものと解すべきである。 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人村中清市の上告理由第一点について。 

売買契約における買主が売主に対してする代金支払の用意ができた旨の通知及びその受領

を求める旨の催告が売主の家族で通常人の理解能力を有する者に対して口頭でされた場合に

は、売主本人がその内容を了知しうる状態に置かれたというべきであるから、右通知、催告は

本人に到達したものと解するのが相当であり、本件において、土地の買主である被上告人の代

表者から売主である上告人に対する右通知、催告は、上告人と同居する三九歳の長女に対して

口頭でされたから、上告人に到達したとした原審の認定判断は、正当として是認することがで

き、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 

上告代理人村中清市の上告理由第二点ないし第四点、同岩石安弘の上告理由第一点、第二点

及び同秋元修二の上告理由第一点について。 

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認すること

ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 

上告代理人秋元修二の上告理由第二点について。 

債務に履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しな

い旨合意している場合等格別の事情のない限り、直ちに、右履行期前には民法五五七条一項に

いう履行の着手は生じ得ないと解すべきものではない（最高裁昭和三九年（オ）第六九四号同

四一年一月二一日第二小法廷判決・民集三〇巻一号六五頁参照）ところ、原判決は、本件土地

の買主である被上告人が履行期前であつ-1-ても本件売買契約の履行に着手したのであるか

ら、売主である上告人は、手附倍返しによる解除はできないとしているのであり、右原審の判

断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。また、原審の適法に確定し

た事実関係のもとにおいて被上告人による本件売買の残代金の提供が口頭の提供で足りると

した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採

用することができない。 
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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。 

(裁判長裁判官  坂本吉勝  裁判官  関根小郷  裁判官  天野武一  裁判官  江里口清雄  裁

判官  高辻正己) 

 

 

※参考：判例時報 784 号 65 頁、金融法務事情 761 号 27 頁、金融商事判例 465 号 12 頁、不

動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉RETIO704 頁 

 

 


